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【法令名】 

○ 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律 

 

【掲載官報】 平成 22年 12月 3 日 号外 255号 37ページ 

【法令番号】 平成 22年 12月 3 日 法律第 66号 

【管轄省庁】 総務省 

【施行期日】 平成 22年 12月 3 日 

【法令のあらまし】 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法が廃止するものとされる期限を平成22年12月31日までから平成27年

3月31日までに延長する。（附則第2条関係） 

【改正される法令】 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法（平成 11 年法律第 63号） 

 


